
印紙税



印紙税の概要

• 印紙税は明治6年に制定された「受取諸証文印紙貼用心得方規
則」に端を発した税法で、明治32年に印紙税法が制定されています。
また昭和42年に全文改正され、その後数回の改正を経て今日に
至っています。

• 平成元年の消費税の施行に合わせて、従来の25の課税文書の内、
5の課税文書が廃止され、現在は20種類の文書が課税文書になっ
ています。

• 文書の作成者が自ら課否判定を行い、税額を算定し所定の収入
印紙を添付(その他にも、一括納付、書式表示等の納税方法もあり
ます。)して納税が完了するという、自主納税方式をとっています。



課税文書とは

• 課税文書とは、印紙税法別表第一の課税物件表に掲げられてい
る文書です。従って、この課税物件表に掲げられていない文書につ
いては、不課税文書として、課税になることはありません。

• この課税物件表に掲げられている文書であっても、非課税文書の
規定や記載金額により課税とならないものがありますので注意が必
要です。



印紙税法上の契約書とは

• 契約証書、協定書、約定書その他名称のいかんを問いません。

• 契約当事者間において、その契約(予約を含む)の成立、更改又は
内容の変更若しくは補充の事実を証明する目的で作成される文書
のことをいいます。

• 解約の合意書などの契約の消滅の事実のみを証明する目的で作
成されるものは課税文書に該当しません。

• 念書、請書その他契約の当事者の一方のみが作成する文書又は
契約の当事者の全部若しくは一部の署名を欠く文書であっても、当
事者間の了解又は商慣習に基づき契約の成立等を証することとさ
れているものは契約書に含むものとされています。



契約書の留意事項

• 印紙税法上の契約書とは、契約証書、約定書その他名称のいかんを問
いませんので、申込書、注文書等であっても、相手方の申し込みに対する
承諾の事実を証明する目的で作成されるものは、印紙税法上の契約書
に該当します。

• 課税物件表の2以上の号に該当する課税事項が記載されている場合に
は、いずれか一つの号の課税文書として課税することとされています。

• 継続的取引の基本となる契約書(7号文書)については、その前提が「営
業者間」となっていることから、国、県や市とこの契約を締結した場合には、
7号文書に該当することはありません。

• 領収書については、営業に関しないものは非課税となっていることから、
サラリーマンが、たまたま売った土地等の代金に係る領収書については、
収入印紙を貼付する必要はありません。



記載金額とは

• 原則として、その文書に記載された金額をいいます。

• 契約金額が具体的に記載されていない場合で、例えば、単価、数
量、記号等が記載されており、それにより計算できる場合も含みま
す。

• 記載金額が外国通貨により表示されている場合には、文書作成時
の本邦通貨に換算した金額が、記載金額になります。



契約金額を変更した場合の取扱い

• 変更前の契約金額等の記載のある文書が作成されていることが
明らかかどうか、また、契約書における契約金額の記載方法によっ
て記載金額の取扱いが異なります。

例えば、令和〇年〇月〇日付の請負契約書の請負金額1億円を1
億500万円に変更すると記載した場合は、500万円が記載金額にな
ります。
しかし、令和〇年〇月〇日付の請負契約書の請負金額を1億500
万円に変更すると記載した場合には、1億500万円が記載金額にな
ります。



消費税額等が記載された場合の記載金額
の取扱い

• 消費税額等が区分記載されている場合等、課されるべき消費税額
等が明らかである場合には、その消費税額等の記載金額は含めな
いで判定する。

例えば、「商品代金 48,000円、消費税額等4,800円、合計52,800
円」や「商品代金52,800円、但し消費税額等4,800円を含む」と記載し
た場合は、記載金額が48,000円の受取書になり、収入印紙を貼る必
要はありません。
しかし、 「商品代金52,800円、(但し消費税額等を含む)」と記載した
場合には、消費税額等が明らかになっていませんので、記載金額が
52,800円の受取書になり、収入印紙を貼る必要があります。



課税文書の納税義務者とは

• 課税文書を作成した時に納税義務が発生します。

• 納税義務者は、課税文書の作成者で、原則としてその文書に記載
された作成名義人です。

• 不動産の売買契約書等の場合、売主・買主が共同して作成するこ
とになりますが、この場合には、売主・買主が連帯して印紙税の納
税義務を負うことになります。

• 国、地方公共団体等については、非課税規程があり納税義務者に
はなりません。



「作成の時」とは

• 課税文書の作成とは、課税文書に課税事項を記載して、その文書
の目的に従って行使することをいいます。

• 課税文書の作成の時は、具体的には次のとおりです。

区 分 作 成 の 時

相手方に交付する目的で作成するもの 交付の時

契約当事者の意思の合致を証明する目的で作成するもの 証明の時

一定事項の付込みを証明することを目的で作成するもの 最初の付込みの時

認証を受けることにより効力が生ずることとなるもの 認証の時

第5号文書のうち新設分割計画書 本店に備え置く時



印紙税の納付方法

• 収入印紙による納付

• 税印押なつによる納付

• 印紙税納付計器による納付

• 書式表示による申告納付

• 預貯金通帳に係る一括納付による納付



課税文書に印紙が貼られていない場合には

• 課税文書に印紙が貼られていない場合には、過怠税が徴収される
ことになります。

• 過怠税は、納付しなかった印紙税の額とその2倍に相当する額の
合計額(納付しなかった印紙税額の3倍)になります。

• 収入印紙を貼付した場合には、これを消印するようになっています
が、消印をしなかった場合には、消印されていない収入印紙の額面
金額と同額の過怠税が徴収されます。

• 税務調査等により過怠税の決定があることを予知されたものでは
ない場合で、作成者が自主的に納付していない旨の申出を行った場
合には、納付しなかった印紙税額の1.1倍に相当する過怠税に軽減
されます。



印紙税の還付

• 本来貼付すべき印紙税額よりも多くの収入印紙を貼付した場合に
は、その差額については還付されます。

• 印紙税の納付の必要のない不課税文書や非課税文書に、誤って
収入印紙を貼付した場合にも、還付を受けることができます。

• 契約書作成時に収入印紙を貼付したが、作成途中で損傷、汚染、
書損等により、使用する見込みのなくなった場合で、契約書として成
立していない場合についても、還付を受けることができます。



収入印紙の交換制度

• き損・汚染されていない未使用の収入印紙は、郵便局において、
他の収入印紙と交換できます。

• 交換の際には、交換しようとする収入印紙1枚当たり、5円の手数
料が必要です。

• 文書等に貼り付けた収入印紙(消印されていないものに限る。)を
郵便局で交換するためには、最寄りの税務署において、その収入印
紙の貼り付けが、印紙税の納付のために用いられたものではないこ
との確認を受けるために、「印紙税法第14条不適用確認請求書」と、
確認を受けようとする文書を提出する必要があります。



まとめ

• 印紙税は、日々業務を行うに当たって、必要に応じて作成される文
書に対して、作成者が、自らその文書の内容について、課税事項の
有無を判断し、課税事項の記載があれば所定の収入印紙を添付す
るという自主納税方式をとっている制度です。

• そして、調査等により、収入印紙の貼付もれ等が発見されると、過
怠税の決定がなされ、この過怠税は法人税等の損金には算入され
ません。

• 日々の業務の中で文書を作成される場合には、その文書の内容
をチェックされ、課税文書に該当する場合には、収入印紙の貼付も
れのないようにしていただきたいと思います。


